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表彰基準の概要 

 

１ 表彰の目的 

  安全衛生成績が極めて高い水準に達し他の模範と認められる優良事業場又は企

業、長年にわたり労働安全衛生に尽くし安全衛生水準の向上発展に多大の貢献をし

た功労者等に対し厚生労働大臣・都道府県労働局長表彰を行い、その努力を讃える

とともに、これを国民に周知することにより、安全衛生意識の高揚等を図り、もっ

て労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進に資する。 

 

２ 表彰の種類（都道府県労働局長賞） 

 ア 優良賞 

   地域の中で、安全衛生に関する水準が特に良好で他の模範であると認められる

事業場又は企業に対する表彰とする。 

 イ 奨励賞 

   地域の中で、安全衛生に関する水準が良好で改善のための取組が他の模範と認

められる事業場又は企業に対する表彰とする。 

 ウ 団体賞 

   地域の中で、安全衛生活動を活発に推進し、関係事業場の安全衛生水準の向上

に顕著な功績があった団体に対する表彰とする。 

 エ 功績賞 

   地域の中で、地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指導的

立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な

貢献をした個人に対する表彰とする。 

 オ 安全衛生推進賞 

   地域の中で、長年にわたり安全衛生関係の業務に従事し、地域、団体又は関係

事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人に対する表彰とする。 

 

 


